	会議名
	令和７年度 第３回 厚木市地域包括支援センター運営協議会

	会議主管課
	市民福祉部　地域包括ケア推進課　在宅福祉推進係

	開催日時
	令和８年２月12日(木)午後２時～３時

	開催場所
	厚木市役所　第二庁舎　農業委員会会議室

	出席者
	厚木市地域包括支援センター運営協議会委員　10人

事務局　市民福祉部長、市民福祉部次長、
地域包括ケア推進課長、在宅福祉推進係長、係員


１　開会（地域包括ケア推進課長）
　　委嘱状交付
　挨拶
　　　　・市民福祉部長あいさつ

２　案　　件
（1） 厚木市地域包括支援センター運営協議会について
資料に基づき事務局説明。
（２） 会長及び副会長の選出について
      会長、副会長を決定。
　　　新会長挨拶
（３） 厚木市地域包括支援センターについて
　　　資料に基づき事務局説明。
（４） 保健師に準ずる者の取り扱いについて
　　　資料に基づいて、保健師に準ずる者の基準緩和について事務局説明。地域包括支援センターや保健所のみではなく、居宅介護支援事業所等での勤務経験についても、条件を満たすものとする旨提案。
【質疑】
	委員
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	この緩和による効果は見込めるのか。
現在この緩和によって保健師に準ずる者とすることができる職員も従事しているので、効果はあるものと考えている。
現在の保健師の充足率は。
10包括のうち、１包括が不在となっている。
人材不足の中、こういった緩和は必要だと感じる。
緩和と同時に包括のＰＲについても人材確保のために必要と感じる。


質疑後、承認
（５） プロポーザル方式による委託事業者選定について
　　　前回の運営協議会で人員基準を満たしていない２包括についてプロポーザル方式による事業者の選定を予定している旨を報告したが、睦合南包括は人員基準を満たす見込みであるため、睦合包括のみ行う予定であることを報告。併せて、応募書類等書式については庁議が終わり次第各委員に郵送し、意見をいただく旨説明。
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	一度プロポーザルを行うと今後もそうすべきだという意見もあるのではないか。
以前包括を増やす際にもプロポーザルを行っている。後の案件で触れるが、仕様書にも人員を満たさない場合は事業者の入替を検討する旨を追記しようと考えており、そのような場合はプロポーザルとする。


（６） 令和８年度地域包括支援センター業務委託仕様書について
　　　来年度の委託仕様書の変更案について説明。高齢者虐待に関する記述の整理、ひとり暮らし登録に関する業務の追記、他の事業所との併設を避けることを努力義務に変更、職員の欠員が365日以上続いた場合に事業者の入替を検討する旨を追記及びそれに伴う引継ぎについて追記する。
　　　併せて、予算決算書についてもより詳細に把握するため、書式案を提示し、変更を考えている旨説明。
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	虐待の部分の文言削除については、慎重な判断が必要であると考える。
この文言の削除にかかわらず通報の必要性については説明する必要がある。
各包括への仕様書の内容についての説明はする予定か。
変更部分については説明をする予定である。
詳細の業務については、「『市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について』を参照のこと」としていますので、通報の義務等についてはそちらで含んでいる認識である。
仕様書を見てもわかるように、包括支援センターの業務は多岐にわたっているが、地域住民等の社会資源を活かしながら進める必要がある。
認知症地域支援推進員とはどのようなものか。
各包括に一人配置しているものである。
自治会のミニデイ等に地域包括支援センターの職員はよく顔を出していただいているが、認知症地域支援推進員は初めて聞いた。認知症に関する相談先としてもっと周知啓発が必要ではないか。
地域包括支援センター自体が認知症に関する相談窓口であり、認知症地域支援推進員は認知症サポーター養成講座等の認知症に関する普及啓発を行っている。確かに地域包括支援センターよりも知名度が低いので、周知啓発に努める。
今後の資料作成において、変更部は下線を引く等わかりやすくすることを心掛けていただきたい。
他の事業所との併設の件について、努力義務に緩和することはやむを得ないとしても、中立公正を保つための措置は検討する必要がある。
ひとり暮らし・認知症・老老介護・認認介護・ダブルケア等という記述があるが、ヤングケアラーは入れないでよいのか。
「等」に含んでいる認識である。ヤングケアラーに対しても地域包括支援センターを周知している。




質疑後、承認
（７） その他

	委員
事務局
	プロポーザル方式とはどのようなものか。
金額で事業者を決める入札とは異なり、インターネット等で広く事業者を募集し、提出いただいた書類の審査を行う委員会で精査し、委託事業者を決める方法である。


４　閉　　会（副会長）
５　次　　回　令和８年度８月ごろ予定
以上
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